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 佐賀県中央児童相談所設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

  平成30年９月28日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第33号 

   佐賀県中央児童相談所設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 

 （佐賀県行政組織規則の一部改正） 

第１条 佐賀県行政組織規則（平成28年佐賀県規則第20号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表（第20条関係） 別表（第20条関係） 

所管する部    現地機関の名称 

 略  

健康福祉部  略 

中央児童相談所 

 略 

 略 
 

所管する部   現地機関の名称 

 略  

健康福祉部  略 

児童相談所 

 略 

 略  

 （児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則の一部改正） 

第２条 児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則（昭和55年佐賀県規則第41号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（権限の委任） （権限の委任） 

第１条の２ 法第56条第２項の規定による知事の権限で、法第50条

第６号の３に規定する費用に係るものは佐賀県保健福祉事務所設

置条例（平成17年佐賀県条例第77号）第１条に規定する保健福祉

事務所の長（以下「保健福祉事務所長」という｡）に、法第50条第

７号から第７号の３までに規定する費用に係るものは佐賀県中央

児童相談所設置条例（昭和32年佐賀県条例第32号）第１条に規定

第１条の２ 法第56条第２項の規定による知事の権限で、法第50条

第６号の２に規定する費用に係るものは佐賀県保健福祉事務所設

置条例（平成17年佐賀県条例第77号）第１条に規定する保健福祉

事務所の長（以下「保健福祉事務所長」という｡）に、法第50条第

７号から第７号の３までに規定する費用に係るものは佐賀県総合

福祉センター設置条例（昭和57年佐賀県条例第25号）第１条に規
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改正前 改正後 

する相談所の長（以下「相談所長」という｡）に委任する。 定する佐賀県総合福祉センターの長（以下「センター長」という｡）

に委任する。 

（負担金の徴収） （負担金の徴収） 

第２条 知事、保健福祉事務所長又は相談所長は、法第20条第１項

の給付又は法第22条第１項の助産、法第23条第１項の母子保護若

しくは法第27条第１項第３号若しくは第２項の措置（以下これら

を「入所措置等」という｡）を行ったときは、本人又はその扶養義

務者から、法第50条第５号、第６号の３又は第７号から第７号の

３までに規定する費用に係る負担金を徴収するものとする。 

第２条 知事は、法第20条第１項の給付を行ったときは、本人又は

その扶養義務者から、法第50条第５号に規定する費用に係る負担

金を徴収するものとする。 

 ２ 保健福祉事務所長は、法第22条第１項の助産又は法第23条第１

項の母子保護を行ったときは、本人又はその扶養義務者から、法

第50条第６号の２に規定する費用に係る負担金を徴収するものと

する。 

 ３ センター長は、佐賀県児童相談所設置条例（昭和32年佐賀県条

例第32号）第１条に規定する児童相談所の長による法第27条第１

項第３号又は第２項の措置が行われたときは、本人又はその扶養

義務者から、法第50条第７号から第７号の３までに規定する費用

に係る負担金を徴収するものとする。 

（負担金の額の決定等） （負担金の額の決定等） 

第３条 知事、保健福祉事務所長又は相談所長は、法第20条第１項

の給付若しくは入所措置等を行ったときは、知事が別に定める徴

収金基準により負担金の額を決定しなければならない。 

第３条 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、前条の規定に

より負担金を徴収するときは、知事が別に定める徴収金基準によ

り負担金の額を決定しなければならない。 

２ 知事、保健福祉事務所長又は相談所長は、前項の規定により負

担金の額の決定を行ったとき、又は変更の決定を行ったときは、

速やかに、負担金決定（変更）通知書（様式第１号）を本人又は

その扶養義務者に送付しなければならない。 

２ 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、前項の規定により

負担金の額の決定を行ったとき、又は変更の決定を行ったときは、

速やかに、負担金決定（変更）通知書（様式第１号）を本人又は

その扶養義務者に送付しなければならない。 

（負担金の額の再調査） （負担金の額の再調査） 
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改正前 改正後 

第５条 知事、保健福祉事務所長又は相談所長は、負担金の額の適

否の調査を毎年１回行うものとする。ただし、特に必要があると

認めるときは、適宜にこれを行うことができる。 

第５条 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、負担金の額の

適否の調査を毎年１回行うものとする。ただし、特に必要がある

と認めるときは、適宜にこれを行うことができる。 

 （負担金の減免等）  （負担金の減免等） 

第６条 知事、保健福祉事務所長又は相談所長は、本人又はその扶

養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難で

あると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除するこ

とができる。 

第６条 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、本人又はその

扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難

であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除する

ことができる。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

２ 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者

は、負担金減額（免除）申請書（様式第２号）を知事、保健福祉

事務所長又は相談所長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者

は、負担金減額（免除）申請書（様式第２号）を知事、保健福祉

事務所長又はセンター長に提出しなければならない。 

３ 知事、保健福祉事務所長又は相談所長は、前項の申請書を受理

したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を

決定し、速やかに、負担金減額（免除）承認（不承認）通知書（様

式第３号）を当該申請者に送付しなければならない。 

３ 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、前項の申請書を受

理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否

を決定し、速やかに、負担金減額（免除）承認（不承認）通知書

（様式第３号）を当該申請者に送付しなければならない。 

 （佐賀県総合福祉センター管理規則の一部改正） 

第３条 佐賀県総合福祉センター管理規則（昭和58年佐賀県規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第４条 課の分掌事務は、次のとおりとする。この場合において、

相談第一課の分掌事務のうち第１号から第７号までに掲げるもの

の所管区域及び判定課の分掌事務のうち第１号及び第２号に掲げ

るものの所管区域は唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡以

外の県内全域とし、相談第二課の分掌事務のうち第１号から第３

第４条 課の分掌事務は、次のとおりとする。この場合において、

相談第一課の分掌事務のうち第１号から第７号までに掲げるもの

の所管区域及び判定課の分掌事務のうち第１号及び第２号に掲げ

るものの所管区域は唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡以

外の県内全域とし、相談第二課の分掌事務のうち第１号から第３
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改正前 改正後 

号までに掲げるものの所管区域は唐津市、伊万里市、東松浦郡及

び西松浦郡の区域とする。 

号までに掲げるものの所管区域は唐津市、伊万里市、東松浦郡及

び西松浦郡の区域とする。 

    総務課     総務課 

 (1)～(4) 略  (1)～(4) 略 

 (5) 中央児童相談所、婦人相談所、身体障害者更生相談所、知的

障害者更生相談所及び地域生活リハビリセンターの庶務及び会

計事務に関すること。 

 (5) 中央児童相談所、北部児童相談所、婦人相談所、身体障害者

更生相談所、知的障害者更生相談所及び地域生活リハビリセン

ターの庶務及び会計事務に関すること。 

 (6)～(10) 略  (6)～(10) 略 

    相談第一課 略     相談第一課 略 

    相談第二課     相談第二課 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

 (4) 北部児童相談所の開設に関すること。  

    判定課～地域生活リハビリ課 略     判定課～地域生活リハビリ課 略 

（佐賀県中央児童相談所等の管理に関する規則の一部改正） 

第４条 佐賀県中央児童相談所等の管理に関する規則（昭和58年佐賀県規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

   佐賀県中央児童相談所等の管理に関する規則    佐賀県児童相談所等の管理に関する規則 

 （目的）  （目的） 

第１条 この規則は、佐賀県中央児童相談所設置条例（昭和32年佐

賀県条例第32号）第６条、佐賀県婦人相談所設置条例（昭和32年

佐賀県条例第25号）第４条、佐賀県身体障害者更生相談所設置条

例（昭和35年佐賀県条例第３号）第３条及び佐賀県知的障害者更

生相談所設置条例（昭和35年佐賀県条例第24号）第３条の規定に

より、佐賀県中央児童相談所、佐賀県婦人相談所、佐賀県身体障

害者更生相談所及び佐賀県知的障害者更生相談所（以下「児童相

第１条 この規則は、佐賀県児童相談所設置条例（昭和32年佐賀県

条例第32号）第５条、佐賀県婦人相談所設置条例（昭和32年佐賀

県条例第25号）第４条、佐賀県身体障害者更生相談所設置条例（昭

和35年佐賀県条例第３号）第３条及び佐賀県知的障害者更生相談

所設置条例（昭和35年佐賀県条例第24号）第３条の規定により、

中央児童相談所、北部児童相談所、佐賀県婦人相談所、佐賀県身

体障害者更生相談所及び佐賀県知的障害者更生相談所（以下「児
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改正前 改正後 

談所等」という｡）の管理について必要な事項を定めるものとする。 童相談所等」という｡）の管理について必要な事項を定めるものと

する。 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第２条 児童相談所等における分掌事務は、次の各号に定めるとお

りとする。 

第２条 児童相談所等における分掌事務は、次の各号に定めるとお

りとする。 

 (1) 佐賀県中央児童相談所 児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第12条第２項、第24条の３第２項及び第６項並びに第24条の４

第１項及び第２項に掲げる業務に関すること。 

 (1) 中央児童相談所及び北部児童相談所 児童福祉法（昭和22年

法律第164号）第12条第２項、第24条の３第２項及び第６項並び

に第24条の４第１項及び第２項に掲げる業務に関すること。 

 (2)～(4) 略  (2)～(4) 略 

２ 佐賀県中央児童相談所の分室として唐津分室を唐津市に置く。  

３ 前項の唐津分室は、唐津市及び東松浦郡の地域内の児童の保護

その他児童の福祉に関する事項の相談及び指導並びに家庭の調査

指導に関することを分掌する。 

 

 （職制）  （職制） 

第３条 児童相談所等にそれぞれ所長、副所長、その他必要な職員

を、佐賀県中央児童相談所に児童福祉司を置く。 

第３条 児童相談所等にそれぞれ所長を置く。 

 ２ 児童相談所等にそれぞれ副所長を置くことができる。 

２ 略 ３ 略 

 （職務の代行）  （職務の代行） 

第５条 所長が不在のときは、児童相談所等の副所長がその職務を

代行する。 

第５条 所長が不在のときは、所長があらかじめ指名する職員がそ

の職務を代行する。 

２ 略 ２ 略 

 （権限の委任）  （権限の委任） 

第７条 略 第７条 略 

２ 知事は、前項に掲げる事務のほか、次の各号に掲げる事務を佐

賀県中央児童相談所長に委任する。 

２ 知事は、前項に掲げる事務のほか、次の各号に掲げる事務（第

１号、第13号及び第14号の事務にあっては、中央児童相談所長に
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改正前 改正後 

限る｡）を中央児童相談所長及び北部児童相談所長に委任する。 

 (1)～(10) 略  (1)～(10) 略 

 (11) 児童福祉法第33条第２項、第７項及び第９項に定める事務  (11) 児童福祉法第33条第２項、第９項及び第11項に定める事務 

 (12)～(19) 略  (12)～(19) 略 

 ３ 条例第２条第２項の規定により中央児童相談所が佐賀県全域を

管轄する業務は、前項各号に掲げる事務のうち、第１号、第13号

及び第14号の事務とする。 

（児童福祉法等施行細則の一部改正） 

第５条 児童福祉法等施行細則（平成10年佐賀県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第７号（第８条関係） 様式第７号（第８条関係） 

  略   略 

 略 

 略 

佐賀県中央児童相談所長  様 

 略 
 

 略 

 略 

   児童相談所長  様 

 略 

 備考 略  備考 略 

   附 則 

 この規則は、平成30年10月１日から施行する。 


